
　　　7年版」（以下「改修標準仕様書」という）による。

（１）図面及び特記事項に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部

　　　監修の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和7年版」（以下「標準仕様

　 廃棄物

（　　　　　）

項　目 品　目 搬 出 場 所

備　考

（再資源化

の有無等）
（有・無）

処分費

（有・無）

区間
距離

・ 木材

　 及び鉄から

　 成る建設資材

設資材

特定建

有

有

有

有

DID

・ ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

・ ｱｽﾌｧﾙﾄ塊

・ ｺﾝｸﾘｰﾄ

（Km）

○○市○○町

・ 廃石綿等

産業廃棄物の処理及び再資源化を図るものは下記による。

設 計 者

担　当　者設計・年月図　面　種　別工　　　　　事　　　　　名 縮　　尺図 面 番 号

　　　　（　　　）
　仕様書１

章 章項　 　　目 項　 　　目特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項

 Ⅰ 工　事　概　要

　１．工  事  場  所

　２．地　域　地　区　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　４．建　物　用　途

　５．棟　別　概　要

　６．工　事　種　目　（○印を付したものが該当）

・ 現場において再利用を図るもの

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 引き渡しを要するもの

　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 有価物

15　提出書類

　　　ただし、改修工事に関しては「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）令和

共　通　事　項

 Ⅱ

１．

工　事　仕　様

　　　れの工事仕様書を適用する。

（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、機械設備工事及び建築工事はそれぞ

（２） 特記事項は、・ 印を適用する。

　　　　・ 印の無い場合は、＊ 印のあるものを適用する。

２．特　記　事　項

（１） 章及び項目は、番号に○印のついたものを適用する。

章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（全国消防長会中国支部編）

　　　　　　　　　　　　　　　　（一般社団法人日本照明工業会）

　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人公共建築協会 編集

　　　　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修

一

項

事

通

共

般

ただし、使用量の少ないもの、簡易な機材又は品質を証明する資料

本工事において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

・ 低圧電力

工事現場におく電気保安技術者は、電気工作物の保安の業務を

行うものとする。

施工を行う。

・ 公共施設用照明器具（2025年版）

けるものとする。

なお、商品名が記載された機材については、当該商品又は同等品を

使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督職員の承諾を受

また、これらの機材を使用する場合は、設計図書に定める品質及び

性能を有することの証明となる資料又は外部機関が発行する資料等

の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。

ただし、一般社団法人公共建築協会編集・発行の「建築材料・設備

等品質性能評価事業　建築材料等評価名簿（最新版）」及び

「同設備機材等評価名簿（最新版）」に記載されたものにつ

いては、所定の品質及び性能を有しているものとする。

・ 業務用電力　　変圧器容量　　電灯　　　　　kVA

　　　　　　　　　　　　　　　 動力　　　　　kVA

 　　　　　　　　　　　　　　　 計 　　　　　kVA

最大電力500kW以上の場合においても、第一種電気工事士により

＊ 営繕工事写真撮影要領による

　　　　・ 印と ＊ 印のある場合はともに適用する。

（平成12年法律第100号）に基づく、現行の「環境物品等の調達の推

進に関する基本方針」に定める特定調達品目の分野「公共工事」の品

目を調達する場合は、判断の基準を満たすものとする。

電 気 設 備 工 事 仕 様 書

特別管

理産業

廃棄物

・ 金属くず

・ 廃ﾌﾟﾗ

・ ｶﾞﾗｽくずその他

・ 水銀使用製品

   要否を判定する。

・ 撤去品の微量PCB分析を行う。（　　　　　　　　　　　　　）

配置する位置は別に図示する。

名　　称

交通整理員　

交通安全管理の必要な作業等人・日数

10　交通安全管理 以下のとおり、交通の誘導に係る業務に従事する者を配置すること。

12　完成時の提出図書

下記のものを提出する。

 　   　（営繕課HP掲載）による

仕様は、島根県営繕工事写真取扱要領による。

下記のものを提出する。

11　工事写真

品　名　・　仕　様 提出部数

＊ 電子ﾃﾞｰﾀ（CD-R等）

（写真管理ﾌｧｲﾙ、工事写真、完成写真、完成写真帳、参考図等）

提出部数品　名　・　仕　様

＊ 情報共有ｼｽﾃﾑで処理を行った営繕工事帳票の電子ﾃﾞｰﾀ（CD-R等）

　（情報共有ｼｽﾃﾑを使用した場合のみ）

電子媒体での納品が困難な場合は受発注者間協議により決定する。

設計に関するCADﾃﾞｰﾀを貸与するが、著作権者は、島根県にある。

なお、貸与されたﾃﾞｰﾀは、当該工事における施工図又は完成図の作成

のため以外に使用してはならない。

建築物等の利用に関する説明書

（建築物等の利用に関する説明書作成要領による）

機器取扱い説明書

書　類　名 提出部数

官公署届出書類一覧

その他監督職員が指示するもの

建築物等の利用に関する説明書の電子ﾃﾞｰﾀ（CD-R等）

総合試運転報告書

14　保全に関する資料

下記のものを、竣工後15日以内に提出する。

仕様は、島根県営繕工事完成図取扱要領による。

製本の取りまとめについては監督職員の指示による。

13　完成図

提出部数

　　製本ｻｲｽﾞ（ ＊ A3縮小版 ）白焼

　　表装（ ＊ ﾚｻﾞｯｸ表紙（ﾗﾐﾈｰﾄ仕上げ））

品　名　・　仕　様

＊ 電子ﾃﾞｰﾀ（竣工図、施工図）（CD-R等）

複

図

写

 ＊ 竣工図

　（注）取扱いは「営繕工事における交通誘導員等の取扱い基準」

機器性能試験成績書及び現場試験成績表

16　耐震措置

1　適用基準等

2　機材の品質等

・ 消防用設備等の技術基準（第9次改訂版）

　　　 工事写真撮影ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ　電気設備工事編　令和5年版

　　　「標準図」という）による。

　　　書」という）及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）令和7年版」（以下

承諾を受けて証明資料の提出を省略することができる。

の入手困難なもの等については、次の1)～6)を考慮の上、監督職員の

1)品質及び性能に関する試験ﾃﾞｰﾀが整備されていること。

2)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

3)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

4)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。

5)安定的な供給及び保守等の営業体制が整えられていること。

6)材料及び接着剤等のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量はＦ☆☆☆☆とする。

本工事に使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する

ものとし、JISﾏｰｸ表示のない機材及びその製造者等は、次の1)～6)の

事項を満たすものとする。

・ 従量電灯A　　　　・ 従量電灯B　　　　・ 定額電灯

3　環境への配慮

4　契約種別等

5　電気保安技術者

6　電気工事士

7　現場事務所

9　発生材の処理等

　・ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ(PCB)廃棄物

   再使用又は再資源化する。

   六ﾌｯ化硫黄(SF6)ｶﾞｽは、製造者又はｶﾞｽ回収業者に回収を委託し、

交通誘導員A

交通誘導員B

1　部

1　部

  1 部

　　部

＊ 1部

・  部

＊ 1部

竣工検査までに下記のものを1部提出する。

1)機器性能試験成績書

2)現場試験成績表

　・ 絶縁抵抗測定結果

　・ 接地抵抗測定結果

　・ 耐電圧試験結果

　・ ﾃﾚﾋﾞ端子出力ﾚﾍﾞﾙ測定結果

　・ LANｹｰﾌﾞﾙ伝送品質測定結果

　・ 一般用照明照度測定結果（各室について3カ所程度）

　　 　測定高さは（事務室 FL+800、廊下等 FL+0）とする

　・ 非常用照明照度測定結果（各室について2カ所程度）

　　   測定高さは床面とする

　・ 

　・ 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

構 内 情 報 通 信 網 設 備

受 変 電 設 備

電 力 貯 蔵 設 備

発 電 設 備

電 灯 コ ン セ ン ト 設 備

動 力 設 備

構 内 交 換 設 備

情 報 表 示 装 置

映 像 ・ 音 響 設 備

拡 声 設 備

誘 導 支 援 装 置

テ レ ビ 共 同 受 信 設 備

テ レ ビ 電 波 障 害 調 査

防 災 設 備

防 犯 設 備

中 央 監 視 制 御 設 備

雷 保 護 設 備

屋 外 設 備

建 築 工 事

機 械 設 備 工 事

１

２

３

４

５

６

７

建　物　名　称No. 階数構　造
延面積

(m2)

建築面積

(m2)

消防法

の区分

耐火

区分

合　　　　計

工事種別

　３．敷　地　面　積　　　　　　　　　　　　　　　　　　m2

〇　〇　棟 改　修 RC 3
建築物

準耐火
(7) 1,000.00 1,000.00

1,000.001,000.00

　

1)本工事に求められる耐震安全性については、下記及び「官庁施設の

　総合耐震・対津波計画基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営

　繕部監修）令和3年版」による。

　基準に基づき定められた区分等

　構造体　・Ⅰ類　・Ⅱ類　・Ⅲ類

　建築非構造部材　・ A類　・ B類

　建築設備　・甲類　・乙類

　特定室　（　　　　　　　）

　機能の停止が許されない室　（　　　　　　　）

　※記載のない室は一般室とする。

2)設備機器の固定は次によるほか、「建築設備耐震設計・施工指針

　（独立行政法人建築研究所監修）2014年版」による設計用地震力に

　耐える方法とする。

・ 鋼製　　　・ 樹脂製

防火隔壁等に埋込む場合は、鋼製とする。

鋼製ﾎﾞｯｸｽを使用する場合は、ﾎﾞｯｸｽに接地を施すこと。

　(a)呼び径が82㎜以下の単独配管

　(b)周長800㎜以下の金属ﾀﾞｸﾄ、幅400mm未満のｹｰﾌﾞﾙ

　　 ﾗｯｸ及び幅400mm以下の集合配管

　(c)定格電流600A以下のﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ

　(d)つり材の長さが平均0.2m以下の配管配線等

水槽(ｵｲﾙﾀﾝｸ)類

設置場所
建物の種別

重要機器

・ 特定の施設

一般機器重要機器

・ 一般の施設

一般機器機器種別

防振支持の機器

機　器

屋上及び塔屋

上層階

中間階

地階及び１階

防振支持の機器

機　器

機　器

防振支持の機器

2.0

2.0

2.0

1.5

1.5

1.0

1.5

1.5

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

1.5

2.0

1.5

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.0

1.0

1.5

1.0

0.6

1.0

0.6

0.4

0.6

0.6

1.0

　①設計用水平地震力は、機器重量[kN]に、地域係数と次に示す

　　注）上層階の定義は次による。

　　　2～6階建ての場合は最上階、7～9階建ての場合は上層2階、

　　　10～12階建ての場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階

水槽(ｵｲﾙﾀﾝｸ)類

水槽(ｵｲﾙﾀﾝｸ)類

　　重要機器は次のものを示す。　　

  　　配電盤　自家発電装置　電話交換機　直流電源装置　UPS装置

　　　火災報知受信機　中央監視制御装置　通信総合盤

　　　危険物貯蔵装置（ｵｲﾙﾀﾝｸ、ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ）

　　なお、1[kN]以下の機器の取付は上記によるほか、機器製造者

　　指定の方法により行う。

　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　一般機器は重要機器以外で重量が1[kN]を超えるものを示す。

　　施工後確認試験

　　試験方法　引張試験機による引張試験

　　　　　　　の2/3以上　

　　確認強度　対象機器ごとのｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ1本あたりの短期引抜強度

　　対象機器　重要機器及び一般機器

3)あと施工ｱﾝｶｰ
　　同時に働くものとする。

（注）機器重量が1[kN]以下の機器は使用するｱﾝｶｰﾒｰｶｰの確認試験

　　　資料を監督職員に提出し承諾をうけること。

　②設計用鉛直地震力は設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と

4)既存ｱﾝｶｰの再使用

　　試験本数　対象機器1台に対し1本以上

　　試験箇所　監督職員の指示による。

    既存ｲﾝｻｰﾄ、既存ﾎﾞﾙﾄ等を再使用する場合は、状態及び強度を確

    認し、清掃してから使用する。

横引き配管等は、地震時の設計用水平震度及び設計用鉛直震度に応

行う。ただし、次の場合を除く。

じた地震力に耐えるよう標準図によるSA種、A種又はB種耐震支持を

18　位置ボックス

17　耐震施工

工事用電力　・ 利用できる（有償）　・ 利用できない

8　工事用電力、水 構内既存の施設

工事用水　　・ 利用できる（有償）　・ 利用できない

・設置できる

　（・敷地内　・敷地外（設置可能場所：　　　　　））

・設置できない

＊ ｶﾞｽ絶縁開閉器、ｶﾞｽ絶縁変圧器等受電機器に含まれる

＊ 撤去品の変圧器等は製造年、品番等を確認し微量PCB分析の

　　設計用標準水平震度(ks)を乗じたものとする。

　建築設備の設計用標準水平震度(Ks)



　仕様書２

設計・年月 担　当　者

設 計 者

縮　　尺図　面　種　別工　　　　　事　　　　　名図 面 番 号

　　　　（　　　）

特　　　　記　　　　事　　　　項 特　　　　記　　　　事　　　　項章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項 章 項　 　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項 章 項　 　　目 章 項　 　　目

受

変

電

設

備

電
力
貯
蔵
設
備

発
電
設
備

電
灯
コ
ン
セ
ン
ト
設
備

動

備

力
設

構

設
網
信
通
報
情
内

床ｺﾝｾﾝﾄ　　・ ｱｯﾌﾟ式　　・ ﾌﾛｱ形

５ ｽｲｯﾁ、ｺﾝｾﾝﾄは大角形とする。

・ 初期照度補正　　　　・ 段階調光

・ 連続調光

・ 人感ｾﾝｻｰ制御　　　　・ 外光（昼光）利用

ｺﾝｾﾝﾄ容量20A以上、3P以上、防水形はﾌﾟﾗｸﾞを付ける。

標準仕様書によるほか下記による。

導電部の接続端子近辺には不可逆性の感熱表示ﾗﾍﾞﾙを貼付する。

引込柱取付け、閉鎖型、過電流蓄勢ﾄﾘｯﾌﾟ形、

ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝﾌﾞｯｼﾝｸﾞ付

・ 気中　　・ 真空

・ 耐塩形（ ・ 亜鉛ﾒｯｷ　・ ｽﾃﾝﾚｽ ）

・ 地絡継電器付　　・ 方向性地絡継電器付

・ VT内蔵　　・ LA内蔵

機器承諾図提出前に高調波流出電流を計算し、監督職員に提出する。

・ 非常用照明（建築基準法）　　・ 受変電設備用
３

標準仕様書によるほか下記による。

主回路接続図（透明ｹｰｽ入り）

標準仕様書によるほか下記による。

主回路接続図（透明ｹｰｽ入り）但し、簡易形は除く

４
・ 消防設備負荷　　・ 建築基準法関連負荷

旨の試験成績書等を監督職員に提出する。

標準仕様書によるほか下記による。

建築基準法及び消防法に係る発電装置は、関係法令に適合している

接地極付ｺﾝｾﾝﾄ（2P15A（E））及び防雨形ｺﾝｾﾝﾄのﾌﾟﾗｸﾞは不要とする。

光源色の図示なき場合は昼白色とする。

・ ｼｰﾙ等により商用系、自家発系を明示すること。

・ OAﾀｯﾌﾟについては回路番号を明示すること。

６ ・ 警報盤　　・ 中央監視盤（別途工事）に接続

７
・ 機器収納ﾗｯｸ等取付　　 ・ 情報通信機器取付

・ 配管　　・ 配線　　　 ・ 端子盤等取付

２

Ａ　直流電源装置

Ｂ　交流無停電電源

塗装はJSIA（受配電設備のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ）の基準による。

ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器の表面は充電部とみなし注意標識を取り付ける。

ﾓｰﾙﾄﾞ変圧器はﾀﾞｲﾔﾙ温度計を附属させる。

塗装はJSIA（受配電設備のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ）の基準による。

主回路接続図（透明ｹｰｽ入り）

ABC10型消火器（屋外は樹脂製の箱入りとする）

１　用途

２　予備品等

１　予備品等

備

1　高圧負荷開閉器

3　変圧器

4　引込開閉器盤

　（低圧の場合）

6　高調波計算書

7　予備品等

（変圧器の2次側端子、低圧盤1次側母線）

A　非常用発電

1　用途

2　防災電源

3　予備品等

ABC10形消火器　1本（屋外は樹脂製の箱入りとする）

2　照明制御

3　光源

4　ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄ

　　装置(UPS)

5　感熱表示ﾗﾍﾞﾙ

2　ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

2連以上ｽｲｯﾁは、ﾈｰﾑ付とする。

1　配線器具

1　監視

1　工事範囲

内
構

８

交
換
設
備

・ 配管　　　・ 配線　　　・ 端子盤取付　　　・ 機器取付

・ 埋込形　　・ 露出形

1　工事範囲

2　保安器箱

電池はﾘﾁｳﾑ電池とする。

置
装
示
表
報
情

９ 1　電池時計

１２

１３

非常放送の場合は消防法適合品とし、形状は一般放送と同様とする。

卓上型増幅器の場合、増幅器と外部配線（壁ﾎﾞｯｸｽ等）の接続は、

時報及び自動放送（体操放送等）は音量調節器を経由した回路と

ｺﾈｸﾀｰによる。

壁掛け形　　SW1Hi－3V0

一般放送のｽﾋﾟｰｶは図面に特記なき場合は下記による。

する。（一斉放送回路は使用しない）

・ 一般用　　・ 非常一般兼用

声

拡

備

設

・ 単独　　　・ ｺﾝｾﾝﾄと同一ﾌﾟﾚｰﾄ

・ 受像端子に付属させる

図面に記載されていない事項は全て（一社）日本CATV技術協会の

査
調
害
障
波
電
ビ
レ
テ

ﾃﾚﾋﾞ電波障害の調査は、（一社）日本CATV技術協会による。

・ 事前調査　　・ 中間調査　　・ 事後調査

備
設
信
受
同
共
ビ
レ
テ

置

・ ｲﾝﾀｰﾎﾝ　　・ ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ

呼出ﾎﾞﾀﾝは呼出確認ができるものとし、引き紐付とする。

・ 庁内連絡  　・ 外部受付　　・ 身体障がい者用兼用

・ 点字説明付　　・ 確認灯付

子機　　・ 壁掛形　　　・ 卓上形

親機　　・ 壁掛形　　　・ 卓上形

案内表示部　　・ 音声　　  ・ 音響

検出部　　　　・ 磁気式  　・ 無線式  　・ 画像認識

援

支

誘

装

Hi形増幅器　（　　Ｗ　　　局）

・ 標準図による　　　・ 一般品（金属ｹｰｽ）

中継局：（　　　　）波：（　　　　）地点

「建造物によるﾃﾚﾋﾞ電波障害調査要領」による。

導

中継局：（　　　　）波：（　　　　）地点

1　放送設備

2　増幅器

4　放送回路

5　接続

1　音声誘導装置１１

１０

1　増幅器

2　受像端子

1　調査仕様

2　調査機関

3　調査内容

4　受信する受信波

　 及び地点数

3　ｽﾋﾟｰｶ

2　ﾄｲﾚ等呼出装置

3　ｲﾝﾀｰﾎﾝ種別

4　ｲﾝﾀｰﾎﾝ形式

5　ｲﾝﾀｰﾎﾝ用途

天井埋込形　SC6Hi-1(3)V3M

3　ﾌﾟﾗｸﾞ

備

設

災

防

A　火災報知設備等１４

4　予備品等

3　受信機

2　警報方式

1　警報対象

C　ガス漏れ警報設備

1　誘導標識

B　誘導標識

3　予備品等

2　非常警報装置

・ 消火栓開閉ﾚﾊﾞｰ連動(ﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ)

1　消火ﾎﾟﾝﾌﾟ起動

・ 複合装置　　・ 一体形　　・ 単独設置

標準仕様書によるほか下記による

・ 発信器連動　　・ 起動押しﾎﾞﾀﾝ方式

警戒区域図（透明ｹｰｽに収納）

・ 遮断弁連動

・ 現地警報　　・ 現地警報及び中央警報

・ LPｶﾞｽ　　　 ・ 都市ｶﾞｽ

・ 単独　　　　・ 火報受信機等と一体

標準仕様書によるほか下記による

誘導標識は所轄の消防署と協議の上、取付とする。

警戒区域図（透明ｹｰｽに収納）

　　　　 

用途を表示したｼｰﾙ等を貼付すること。

・金属製　　　（適用範囲：　　　　　　　　　　　　　　　　）

・合成樹脂製　（適用範囲：　　　　　　　　　　　　　　　　）

種　類 接地抵抗値 接　地　極

接地極は下記による。（EBはL=1,500㎜とする）

共同接地

高圧避雷器

交換機用

通信用

通信用 EB（D=14又はW=40）*1　　　

電話引込口 EB（D=14又はW=40）*1　　　

測定用 －

EB（D=14又はW=40）*1　　　漏電遮断器回路用

E0

ELt

EDt

EAt

Et

ELH

ED

EC

EB

EA

EA･C･D

EA･D

記 号

ED(ELB)

・ 標準仕様書による　・ 製造者標準とする

図示なきは、ねじなし電線管とする。

取外し再使用する機器は清掃及び絶縁抵抗測定の上取付ける。

壁内に埋込みとなる分電盤、端子盤等には予備配管として、

　二重天井の場合

　　配管を天井内まで立上げる

屋外及び湿気の多い場所で使用する支持金物は下記による。

ただし、装柱金物は除く。

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装

・ 有（ﾒｰｶ指定色又は指定色仕上）　・ 無（素地仕上）

内側断熱施工される構造体のｺﾝｸﾘｰﾄに埋込むﾎﾞｯｸｽ等には断熱材等を

取り付ける。

居室、廊下、外壁面で露出となる鋼製電線管（位置ﾎﾞｯｸｽを含む）及

び支持金物には塗装を施す。

　　天井又は梁下20㎝まで立上げ、ﾎﾞｯｸｽ止めとする

共同接地  10Ω以下

 10Ω以下

 10Ω以下

   Ω以下

 10Ω以下

100Ω以下

 10Ω以下

 10Ω以下

 10Ω以下

100Ω以下

100Ω以下

100Ω以下

盤・ｷｬﾋﾞﾈｯﾄの錠の鍵

　・製造者の標準鍵　　・鍵の指定あり

対象機器（・分電盤 ・制御盤 ・ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ・端子盤 ・通信ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ ・　　　）

・ 本工事で設置する　　（　　　　図参照）

・ 建築工事設置の足場を利用

主回路の配線接続部及び機器類の取付に用いるﾎﾞﾙﾄは、適正ﾄﾙｸ値で

締付け、規定値であることを確認し、印をつける。

32　電線類

35　はつり工事等

34　土工事

　天井ｽﾗﾌﾞの場合

正）」による。

A種

B種

C種

D種 EB（D=14又はW=40）*1　　　

EB（D=10又はW=30）*1　　　

　　　　　　　　　　　EB（D=14又はW=40）*3連-2組

　　　　　　　　　　　EB（D=14又はW=40）*2連-2組

　　　　　　　　　　　EB（D=14又はW=40）*3連-2組

　　　　　　　　　　　EB（D=14又はW=40）*2連-2組
　　　　　　　　　　　EB（D=14又はW=40）*3連-2組

　　　　　　　　　　　EB（D=14又はW=40）*3連-2組
　　　　　　　　　　　EB（D=14又はW=40）*3連-1組
　　　　　　　　　　　EB（D=14又はW=40）*3連-2組

E25×2 又は PF22×2 を設置する。

　・ ｽﾃﾝﾚｽ製(SUS304)　　

　・ 溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZT49)

1)EM電線類で規格等記載のないものは、ﾊﾛｹﾞﾝ及び鉛を含まない材

　料で構成されたものとする。

2)通信ｹｰﾌﾞﾙでJCS規格にない対数のｹｰﾌﾞﾙはJCS規格に準じたものと

　する。

「手すり先行工法等に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（厚生労働省令和5年12月改33　足場

1)埋戻しの種別

　・ （材料：　　　　　　　　工法：　　　　　　　　　 ）

2)建設発生土の処理

　・ 構内指定場所に敷ならし

　・ 構内指定場所に堆積

　・ 現場説明書による

3)山留め

　工法等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　残置　　・ する　　　＊ しない

　鋼矢板等の抜き跡の処理工法　　＊ 砂を充てんする

2)はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に非破壊検査を行い監

　誘導法または電磁波ﾚｰﾀﾞ法）とする。

　督職員に報告する。原則として探査方法は走査式埋設物調査（電磁

　職員の指示による。放射線透過検査の検査費は別途とする。

　放射線透過検査等による埋設物の調査を実施する場合、範囲は監督

　・ A種　・ B種　・ C種　・ D種

　　

31　締め付けﾏｰｷﾝｸﾞ

1)既存のｺﾝｸﾘｰﾄ床、壁等の配管貫通部の穴開けは、ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱによる。

21　接地極

24　鋼製電線管

27　結露防止

29　予備配管

22　監視ｼｽﾃﾑの

　　

26　ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽの塗装

25　露出配管の塗装

23　分電盤・端子盤

　　　　 ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ

30　支持金物等

28　再使用機器

19　ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ

20　ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ

切な処置を施す。

36　防火区画等の貫通 配管・配線・ﾗｯｸ等が防火区画等を貫通する場所は図示の通りとし適

工事負担金は、本工事とする。

・

・

柱・梁には紙ﾁｭｰﾌﾞは使用しない。

ｽﾘｰﾌﾞの穴埋め（型枠の穴埋めを含む）

開 口 部

上記開口部の補強

設備機器の基礎

架台、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

図示した基礎

建築

工事 工事 工事

電気設備 機械設備
工　事　内　容

工事

（　　）

機器の基礎

＊

梁、床、壁、貫通ｽﾘｰﾌﾞ

軽量鉄骨下地、壁、天井ﾎﾞｰﾄﾞ類の切込

上記開口部の補強

上記開口部の補強

埋込形分電盤、端子盤等の型枠

点 検 口

外部取付ｶﾞﾗﾘ

防 油 堤

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ用配線器具

＊
付属操作ｽｲｯﾁとの渡り配線

付属操作ｽｲｯﾁ

付属操作ｽｲｯﾁの埋込ﾎﾞｯｸｽ

付属操作ｽｲｯﾁとの渡り配管（接地共）

＊
＊
＊

＊
＊

配
管
・
配
線

機器付属の制御盤等への電源供給配管配線（1次側）

全熱交換ﾕﾆｯﾄ等の機器

空調機､

＊

配線・機器取付

配管
電極棒

防火扉ﾚﾘｰｽﾞ

＊発電設備の燃料配管

そ
の
他

　　操作、制御回路は（ ＊ 一括警報用無電圧端子付とする ）

＊

＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊

＊
＊
＊
＊

＊
＊
＊

＊

提出した施工図及び施工計画書に関わる当該建物における使用権は

・ 本工事の受注者　　指名

　　計画書

発注者へ書面により説明すること。併せて調査結果の掲示及び所管労

働基準監督署長並びに都道府県知事等への報告を行うこと。

（大気汚染防止法第18条の15、石綿障害予防規則第3条及び第4条の2)

　・有　　事前調査箇所

　　　　　　・図示による

　　　　　　・（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　・無

・ 分析調査（定性分析）を行い、結果を報告する。

　・ 試料採取箇所（　　　　　　　　）　　　試料数（　　　）

　・ 図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　

1)本工事の施工計画に先立ち事前調査を行う。

2)事前調査後速やかに調査結果をまとめ監督職員に報告書を

3)調査結果を考慮し施工計画書、施工図を作成する。

　提出する。

　　　掲載）による

＊ 工事用看板

（注）取り扱いは「建築工事における県産木材を使用した工事用看板

　　　等の使用に係る運用の一部改定について（通知）」（営繕課HP

　　（県産木材製品） 　　　（表示板1,400㎜×500㎜用）　　　　　　　　　2台

・ 工事用標示板

＊ 工事用ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ　　　　　　　　　　　　 　 　　　5台

　　　（表示板1,400㎜×1,100㎜用）　　　　　　　　 台

4)下記の分析調査を行う。

・　塗膜塗料に含まれる有害物質

　　現場にてｻﾝﾌﾟﾙを採取し、分析を行う。

　　　有害物質の種類　　・PCB　　・鉛　　・ｸﾛﾑ

　　　採取場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

    　採取箇所数　（　　　　　）

発注者に委譲するものとする。

・ 関連他工事の受注者（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 電力負担金　　　　　　　円（内消費税相当額　　　　　　　円）

・ ﾃﾚﾋﾞ共聴　　　　　　　　円（内消費税相当額　　　　　　　円）

個別ﾊﾟｯｹｰｼﾞの室内機、室外機の渡り配線（接地共）

煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線

＊
＊

37　ｽﾘｰﾌﾞ

38　負担金

41　特定元方事業者の

42　施工図及び施工

43　事前調査

44　施工調査

45　木製安全施設製品

39　関連他工事

40　他工事との取合

下記の者に、労働安全衛生法第30条第2項に基づく指名を行う。

機器付属の制御盤以降の2次側の配線　（接地共）

機器付属の制御盤以降の2次側の配管

受注者は以下の規定に基づき、特定建築材料等の有無を事前に調査し、

石綿分析結果報告書の貸与　　　



特　　　　記　　　　事　　　　項

そ
　
の
　
他

特　　　　記　　　　事　　　　項

　　　　（　　　）

図 面 番 号 工　　　　　事　　　　　名 図　面　種　別 縮　　尺

設 計 者

担　当　者設計・年月

　仕様書３

特　　　　記　　　　事　　　　項章 項　 　　目 章 章 章 項　 　　目

共　同

受　信

ガス

検知

表　示

電

力

電

灯

動

力

拡

声

時

計

構

内

交

換

導

支

援

火

災

報

知

名　　　　　　　称 測　　　　点

引込開閉器盤

壁掛形制御盤

手元開閉器

端子盤

保安器箱（一般）

壁掛形親時計

子時計

機器収納箱

受信機、副受信機

総合盤

発信器

表示灯

壁付発信器

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

地　上～窓中心

床　上～中　心

床　上～中　心

台　上～中　心

鏡上端～中　心

床　上～中　心

床　上～下　端

天井下～上　端

床　上～中　心

天井下～上　端

床　上～中　心

天井下～上　端

床　上～中　心

床　上～中　心

床　上～上　端

天井下～中　心

天井下～下　端

取　　付　　高　　（㎜）

　　機器の取付高は、下表を標準とする。ただし、監督職員の指示により変更することがある。

分電盤、OA盤、実験盤

ｽｲｯﾁ

ｽｲｯﾁ（宿舎）

ｺﾝｾﾝﾄ（一般）

 〃  （和室）

 〃  （宿舎居室内）

 〃  （台上）

 〃  （土間）

ﾌﾞﾗｹｯﾄ（一般）

 〃   （踊場）

 〃   （鏡上）

 多機能ﾄｲﾚｽｲｯﾁ

操作ｽｲｯﾁ

壁付位置ﾎﾞｯｸｽ（和室）

　 　〃 　　 （壁掛）

壁掛形ｽﾋﾟｰｶ

壁付ｱｯﾃﾈｰﾀ

壁付位置ﾎﾞｯｸｽ（一般）

　　　〃 　　（和室）

壁付ｲﾝﾀｰﾎﾝ（一般）

押しﾎﾞﾀﾝ（多機能ﾄｲﾚ）

直列ﾕﾆｯﾄ（一般）

直列ﾕﾆｯﾄ（和室）

ﾍﾞﾙ

検知器（都市ｶﾞｽ）

検知器（LPｶﾞｽ）

ｶﾞｽ漏れ中継器

1,800～2,000

1,800～2,200

（上端1,900以下）1,500

2,100～2,300

2,000～2,500

（上端1,900以下）1,500

（上端1,900以下）1,500

1,200～1,500

1,300

1,100

1,500

1,300

1,300

1,300

1,300

1,500

2,300

2,100

200

300

150

300

300

300

150

200

200

150

200

300

900

150

150

150

150

300

800～1,300

900 （300）

800～1,500

取引用計器

室　　名 基 準 高 さ（mm）設 計 平 均 照 度（lx）

機器取付高 設計照度

1,100～1,300

1,300

1,000

 　〃 　　（車いす対応）

（注）誘導支援設備の押しﾎﾞﾀﾝ（多機能ﾄｲﾚ）の取付高さ(300)は床に転倒した時を考慮した高さ

１９

誘

ﾃ ﾚ ﾋﾞ

特　　　　記　　　　事　　　　項

・ 突針　　・ 水平導体　　・ ﾒｯｼｭ導体　　・ 棟上げ導体

を監督職員に提出する。

工事着手時に大地抵抗率を測定し、測定表及び接地極省略判定記録書

・ Ⅰ　　・ Ⅱ　　・ Ⅲ　　・ Ⅳ

・ 板状接地極 　・ 垂直接地極 　・ 放射状接地極（水平接地極）

・ 環状接地極 　・ 網状接地極　 ・ 構造体利用接地極

・ 引下げ導線　　・ 建築構造体利用

備

設

護

保

雷

・ 監視ｶﾒﾗ 　　　・ ｾﾝｻｰ

・ 別途機械警備

・ 配管　　・ 配線　　・ 機器取付

防

備

設

犯

屋

備

設

外

・ 地中配線　　・ 架空配線

埋設深さは、地表面又は路盤下より配管上端までとする。

ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙとする。

・ GL-600㎜（　　　　　）

・ GL-300㎜（　　　　　）

る。

支線のある場合は支線ｶﾞｰﾄﾞを設置する。

ただし、舗装のある場合は、上記によらず舗装下面から300mm以上とす

良質土は、根切り土中の良質土を使用する。

地中配管の上下50㎜を砂又は良質土にて保護を行う。

・ 分電盤　　・ 端子盤

・ ｺﾝｾﾝﾄ　　 ・ ｽﾋﾟｰｶ　　・ 時計　  ・　　　　　　　　

配線用遮断器（ﾄﾘｯﾌﾟ機構無し）をﾎﾟｰﾙ内部に設置する。

・ 設計図による　　・ 標準図による

・ 埋込式　　　　　・ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式

標準図（電力70）により設置する。

１７

１６

１５ 1　工事範囲

2　警戒方式

5　大地抵抗率の測定

A　構内線路

1　施工方式

2　埋設標

4　地中埋設深さ

5　支線

6　埋戻し土

B　屋外機器

1　機器

2　外灯区分開閉器

1　受雷部ｼｽﾃﾑ

2　引下導線ｼｽﾃﾑ

3　接地ｼｽﾃﾑ

4　保護ﾚﾍﾞﾙ

3　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

3　ﾎﾟｰﾙ基礎


